
瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年３月３１日 

瀬戸市長 伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１０号 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第 ８ ４

号）第５

３条第１

項の規定

に基づく

低炭素化

のための

建築物の

新築等の

計画認定

申請手数

料   

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５４条

第１項各号

に掲げる基

準に適合す

ると市長が

定める機関

が認めた場

合・登録住

宅性能評価

機関が住宅

の品質確保

の促進等に

関する法律

第６条第１

項に基づく

＜省略＞ 

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第 ８ ４

号）第５

３条第１

項の規定

に基づく

低炭素化

のための

建築物の

新築等の

計画認定

申請手数

料 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５４条

第１項各号

に掲げる基

準に適合す

ると市長が

定める機関

が認めた場

合 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計住宅性

能 評 価 書

（次部にお

いて「設計

住宅性能評

価書」とい

う。）が添

付されてい

る場合（日

本住宅性能

表 示 基 準

（平成１３

年国土交通

省告示第１

３４６号）

の別表１の

（い）項に

掲げる断熱

等性能等級

及び一次エ

ネルギー消

費量等級の

表示がある

も の に 限

る。） 

 その他の場

合 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ その他の建築物

（建築物全体が建築

物エネルギー消費性

能基準等を定める省

令（平成２８年経済

産業省・国土交通省

令第１号。）第１０

条第１号イ（２）及

びロ（２）に定める

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の場

合 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基準に係るものであ

るもの） 建築物の

延べ面積が３００平

方メートル以内のと

きは１件につき９

５，０００円、建築

物の延べ面積が３０

０平方メートルを超

え２，０００平方メ

ートル以内のときは

１件につき１５９，

３００円、建築物の

延べ面積が２，００

０平方メートルを超

え５，０００平方メ

ートル以内のときは

１件につき２５７，

９００円、建築物の

延べ面積が５，００

０平方メートルを超

え１０，０００平方

メートル以内のとき

は１件につき３３

６，８００円、建築

物の延べ面積が１

０，０００平方メー

トルを超え２５，０

００平方メートル以

内のときは１件につ

き４０４，７００

円、建築物の延べ面

積が２５，０００平

方メートルを超える

ときは１件につき４

７４，８００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑷ その他の建築物

（前号以外のもの）   

あ建築物の延べ面積

が３００平方メート

ル以内のときは１件

につき２６１，６０

０円、建築物の延べ

面積が３００平方メ

ートルを超え２，０

００平方メートル以

内のときは１件につ

き４１７，１００

円、建築物の延べ面

積が２，０００平方

メートルを超え５，

０００平方メートル

以内のときは１件に

つき５９３，６００

円、建築物の延べ面

積が５，０００平方

メートルを超え１

０，０００平方メー

トル以内のときは１

件につき７２８，０

００円、建築物の延

べ面積が１０，００

０平方メートルを超

え２５，０００平方

メートル以内のとき

は１件につき８５

８，１００円、建築

物の延べ面積が２

５，０００平方メー

トルを超えるときは

１件につき９７９，

⑶ その他の建築物あ 

建築物の延べ面積が

３００平方メートル

以内のときは１件に

つき２６１，６００

円、建築物の延べ面

積が３００平方メー

トルを超え２，００

０平方メートル以内

のときは１件につき

４１７，１００円、

建築物の延べ面積が

２，０００平方メー

トルを超え５，００

０平方メートル以内

のときは１件につき

５９３，６００円、

建築物の延べ面積が

５，０００平方メー

トルを超え１０，０

００平方メートル以

内のときは１件につ

き７２８，０００

円、建築物の延べ面

積が１０，０００平

方メートルを超え２

５，０００平方メー

トル以内のときは１

件につき８５８，１

００円、建築物の延

べ面積が２５，００

０平方メートルを超

えるときは１件につ

き９７９，４００円 

 



４００円 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５５条

第１項の

規定に基

づく低炭

素化のた

めの建築

物の新築

等の計画

変更認定

申請手数

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５４条

第１項各号

に掲げる基

準に適合す

ると市長が

定める機関

が認めた場

合・設計住

宅性能評価

書が添付さ

れている場

合（日本住

宅性能表示

基準の別表

１の（い）

項に掲げる

断熱等性能

等級及び一

次エネルギ

ー消費量等

級の表示が

あるものに

限る。） 

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の場合 

 

 

 

 

 

 

 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ その他の建築物

（建築物全体が建築

物エネルギー消費性

能基準等を定める省

令第１０条第１号イ

（２）及びロ（２）

に定める基準に係る

 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５５条

第１項の

規定に基

づく低炭

素化のた

めの建築

物の新築

等の計画

変更認定

申請手数

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５４条

第１項各号

に掲げる基

準に適合す

ると市長が

定める機関

が認めた場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の場合 

 

 

 

 

 

 

 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もの） 建築物の延

べ面積が３００平方

メートル以内のとき

は１件につき４８，

６００円、建築物の

延べ面積が３００平

方メートルを超え

２，０００平方メー

トル以内のときは１

件につき８２，６０

０円、建築物の延べ

面積が２，０００平

方メートルを超え

５，０００平方メー

トル以内のときは１

件につき１３７，７

００円、建築物の延

べ面積が５，０００

平方メートルを超え

１０，０００平方メ

ートル以内のときは

１件につき１８２，

３００円、建築物の

延べ面積が１０，０

００平方メートルを

超え２５，０００平

方メートル以内のと

きは１件につき２１

９，９００円、建築

物の延べ面積が２

５，０００平方メー

トルを超えるときは

１件につき２５９，

３００円 

⑷ その他の建築物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ その他の建築物あ 



（前号以外のもの） 

あ建築物の延べ面積

が３００平方メート

ル以内のときは１件

につき１３１，９０

０円、建築物の延べ

面積が３００平方メ

ートルを超え２，０

００平方メートル以

内のときは１件につ

き２１１，５００

円、建築物の延べ面

積が２，０００平方

メートルを超え５，

０００平方メートル

以内のときは１件に

つき３０５，６００

円、建築物の延べ面

積が５，０００平方

メートルを超え１

０，０００平方メー

トル以内のときは１

件につき３７７，８

００円、建築物の延

べ面積が１０，００

０平方メートルを超

え２５，０００平方

メートル以内のとき

は１件につき４４

６，５００円、建築

物の延べ面積が２

５，０００平方メー

トルを超えるときは

１件につき５１１，

５００円 

建築物の延べ面積が

３００平方メートル

以内のときは１件に

つき１３１，９００

円、建築物の延べ面

積が３００平方メー

トルを超え２，００

０平方メートル以内

のときは１件につき

２１１，５００円、

建築物の延べ面積が

２，０００平方メー

トルを超え５，００

０平方メートル以内

のときは１件につき

３０５，６００円、

建築物の延べ面積が

５，０００平方メー

トルを超え１０，０

００平方メートル以

内のときは１件につ

き３７７，８００

円、建築物の延べ面

積が１０，０００平

方メートルを超え２

５，０００平方メー

トル以内のときは１

件につき４４６，５

００円、建築物の延

べ面積が２５，００

０平方メートルを超

えるときは１件につ

き５１１，５００円 

 

 



＜省略＞ 

 

＜

省

略

＞ 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

設計住宅

性能評価

書が添付

されてい

る 場 合

（日本住

宅性能表

示基準の

別表１の

（い）項

に掲げる

断熱等性

能等級の

表示があ

るものに

限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ 

 

＜

省

略

＞ 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

登録住宅

性能評価

機関が住

宅の品質

確保の促

進等に関

する法律

第６条第

１項に基

づく設計

住宅性能

評 価 書

（次部に

お い て

「設計住

宅性能評

価書」と

いう。）

が添付さ

れている

場合（日

本住宅性

能表示基

準（平成

１３年国

土交通省

告示第１

３ ４ ６

号）の別

表 １ の

（い）項

に掲げる

断熱等性

能等級の

＜省略＞ 



 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 ＜

省

略

＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜

省

略

＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律（平

成２７年

法律第５

３号）第

２９条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画認定申

請手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

２ 号 イ

（１）及

びロ（１ 

）に定め

る基準に

係るもの 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

＜省略＞ 

表示があ

るものに

限る。） 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 ＜

省

略

＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜

省

略

＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律（平

成２７年

法律第５

３号）第

２９条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画認定申

請手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令（平成

２８年経

済 産 業

省・国土

交通省令

第１号）

第１条第

１項第２

号イ（１ 

）及びロ

（１）に

定める基

準に係る

もの 

＜省略＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

＜省略＞ 



基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロ及

び第１０

条第１号

イ（２）

に定める

基準に係

るもの 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

１条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロ及

び第１０

条第１号

イ（２）

に定める

基準に係

るもの 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

＜省略＞ 

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロ及

び第８条

第１号イ

（２）に

定める基

準に係る

もの 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

１条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロ及

び第８条

第１号イ

（２）に

定める基

準に係る

もの 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

＜省略＞ 



６条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準適合

認定申請

手数料 

定める省

令第１条

第１項第

１号ロ及

び第１０

条第１号

イ（２）

に定める

基準に係

るもの 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

６条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準適合

認定申請

手数料 

定める省

令第１条

第１項第

１号ロ及

び第８条

第１号イ

（２）に

定める基

準に係る

もの 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

備考 備考 

 １から１０まで ＜省略＞  １から１０まで ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


